
 

 

 

大井川水利流量調整協議会規約 
 

（名称） 

第１条 本会は、大井川水利流量調整協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、大井川における田代川第二発電所の水利権の期間更新が円滑にな

されるよう関係機関による調整を行うことを目的とする。 

 

（協議事項） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事項を協議するものとする。 

(1) 田代川第二発電所の水利権の期間更新時に設定される水利流量に関すること。 

(2) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第４条 協議会は、別表の委員の欄に掲げるものによって組織する。 

２ 協議会に会長を置き、会長は静岡県交通基盤部河川砂防局長をもってあてる。 

３  会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。 

 

（幹事会） 

第５条 協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、協議会の運営に関し、協議会に提案する事項をあらかじめ整理すると

ともに、協議会から委任された事項を処理する。 

３ 幹事会は、別表の幹事の欄に掲げるものによって組織する。 

４ 幹事会に幹事長を置き、幹事長は静岡県交通基盤部河川砂防局河川企画課長をも

ってあてる。 

５ 前項に定めるもののほか、幹事会の運営に関し、必要な事項は、幹事長が幹事会

に諮って定める。 

 

（事務局） 

第６条 協議会の事務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、静岡県交通基盤部河川砂防局に置く。 

３  事務局の運営に関し、必要な事項は、幹事長が定める。 

 

（雑則） 

第７条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協

議会に諮って定める。 

 

   附 則 

 この規約は、平成15年２月６日から施行する。 

この規約は、平成18年１月１日から施行する。（別表の山梨県委員・幹事を削除） 

この規約は、平成19年４月１日から施行する。 



 

 

 

この規約は、平成20年４月１日から施行する。 

この規約は、平成21年４月１日から施行する。 

この規約は、平成22年４月１日から施行する。 

この規約は、平成24年４月１日から施行する。 

この規約は、平成26年７月１日から施行する。 

この規約は、平成27年５月１日から施行する。 

この規約は、平成27年９月１日から施行する。 

 この規約は、平成30年11月１日から施行する。 

 この規約は、令和４年11月30日から施行する。 

 この規約は、令和７年２月３日から施行する。 

 

別表 

大井川水利流量調整協議会 組織 

委      員 幹      事 

中部地方整備局河川部広域水管理官 中部地方整備局河川部水政課長 

                     河川環境課長 

              静岡河川事務所長               静岡河川事務所副所長 

              長島ダム管理所長               長島ダム管理所建設専門官 

静岡県交通基盤部河川砂防局長 静岡県交通基盤部河川砂防局河川砂防管理課長 

              河川企画課長 

   経営管理部中部地域局長    経営管理部中部地域局次長 

      くらし・環境部環境局長    くらし・環境部環境局水資源課長 

      島田土木事務所長       島田土木事務所次長（技術） 

静岡市長 静岡市総合政策局企画課長 

島田市長 島田市市長戦略部戦略推進課長 

川根本町長 川根本町くらし環境課長 

東京電力リニューアブルパワー㈱ 

甲府事業所長 

東京電力リニューアブルパワー㈱ 

甲府事業所総括グループマネージャー 

甲府事業所水利・業務グループマネージャー 

甲府事業所広報・渉外担当（水域土木担当） 

中部電力㈱再生可能エネルギーカンパニー 

静岡水力センター所長 

中部電力㈱再生可能エネルギーカンパニー 

静岡水力センター業務課長 

          業務課スタッフ副長 

関東地方整備局甲府河川国道事務所長 関東地方整備局甲府河川国道事務所副所長 

 

 


